
【令和 7 年度 安全教育実施計画】 
 
(1) 安全講習 

① 事業用自動車を運転する場合の心構え                         4月 
② 運行の安全及び旅客の安全を確保するための遵守事項      4月 
③ 自動車の構造上の特性                    4月 
④ 乗車中の旅客の安全を確保するための留意事項         6月 
⑤ 旅客が乗降するときの安全を確保するための留意事項           6月 
⑥ 運行する道路及び交通の状況                 6月 
⑦ 危険の予測及び回避                     7月 
⑧ 運転者の運転適性に応じた安全運転                           7月 
⑨ 生理的・心理的要因と事故防止                7 月 
⑩ 健康管理の重要性                       9月 
⑪ 異常気象時における対処方法                  9月 
⑫ 非常用信号用具、非常口、消火器の取り扱い                 12 月 
⑬ 安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法 

9月 
⑭ ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転 

10 月 
(2) 事故防止に関する月間努力目標と県民運動に準じた取り組み目標を実施

する。 
イ.月間努力目標 

    4 月 社会的使命の自覚(こども、高齢者の保護/安全・安心が我々の使命 
       と自覚する) 

5 月 道路・交通状況に応じた運転(自転車の行動特性を理解/法定速度    
   の遵守) 
6 月 車両特性に応じた運転(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ・内輪差に注意/ﾊﾞｽの死角を認 

識し、確認の徹底) 
     7 月 車内転倒事故の防止(着席発車の徹底/ﾏｲｸ活用で、注意喚起の徹 

底) 
8 月 健康起因事故の防止(健全な生活習慣で適切な健康管理/暴飲暴食 

を慎む) 
9 月 発車・停車時の事故防止(発車・停車時は細心の注意で事故防止/ 
     車内客の動向に注意し、着席案内の励行) 

        10 月 扉事故とﾊﾞｯｸ事故の防止(後退時には、細心の注意をする) 



    11 月 交通ﾙｰﾙの遵守(なめらかな運転でｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ/ｲｴﾛｰｽﾄｯﾌﾟの励行) 
        12 月 年末の事故防止と高速道路でのﾊﾞｽ安全運転 6 則(安全速度・車間 

距離/ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用/ﾄﾝﾈﾙ・下り坂の減速/進路変更・車線変更は早        
めに合図/交通標識・情報版を確認し、適切に対応する/非常時の 
対応・旅客案内) 

         1 月 冬期安全運転 6 則の徹底(急のつく動作の厳禁/ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ) 
         2 月 危険予知、予測運転の励行(ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄの報告、共有/かもしれない 
       運転の徹底) 
         3 月 運転適性の自覚(自分の弱点を自覚する/適性診断の結果を活用す 
        る) 
    ロ.県民運動に準じた取り組み目標 

①春の交通安全県民運動・子どもと高齢者の交通事故防止 
(4 月 6 日～15 日) 

  ➁ 子どもと高齢者の交通事故防止(5 月 11 日～20 日) 
        ③梅雨期の交通事故防止(6 月 8 日～7 月 10 日) 

  ④夏の交通事故防止(7 月 14 日～8 月 31 日) 
  ⑤秋の交通安全県民運動(9 月 21 日～30 日) 
  ➅高齢者交通安全県民運動(10 月 1 日～11 月 30 日) 
  ⑦年末・年始の交通安全県民運動(12 月 1 日～1 月 10 日) 
  ⑧冬・春期の交通事故防止運動(1 月 11 日～3 月 31 日) 
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